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青森県教育委員会第３１３回臨時会会議録

１ 期 日 平成２９年１０月２５日（水）

２ 開 会 午後１時３０分

３ 閉 会 午後１時５５分

４ 場 所 教育庁教育委員会室

５ 議事目録

議案第１号 平成３０年度青森県教育委員会事務局及び教育機関（学校を除く。）の

職員人事異動方針案について・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第２号 平成３０年度県費負担教職員人事異動方針案について・・・・原案決定

議案第３号 平成３０年度県立学校職員人事異動方針案について・・・・・原案決定

議案第４号 平成３０年度青森県立高等学校（全日制の課程）入学者募集人員につい

て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第５号 平成３０年度青森県立高等学校（定時制の課程）入学者募集人員につい

て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第６号 平成３０年度青森県立高等学校（通信制の課程）入学者募集人員につい

て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第７号 平成３０年度青森県立八戸水産高等学校専攻科入学者募集人員について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第８号 平成３０年度青森県立中学校入学者募集人員について・・・・原案決定

議案第９号 平成３０年度青森県立特別支援学校高等部入学者募集人員について・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

議案第10号 平成３０年度青森県立特別支援学校専攻科入学者募集人員について・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

そ の 他 青森県立高等学校における通級による指導の実施について

６ 出席者等

・出席者の氏名

豊川好司、町田直子、中沢洋子、野澤正樹、杉澤廉晴、中村充（教育長）

・欠席者の氏名

なし

・説明のために出席した者の職

平野教育次長、和嶋教育次長、西谷参事・教育政策課長、安田参事・教職員課長、

児玉参事・学校施設課長、村元職員福利課長、一戸学校教育課長、渡部生涯学習課

長、相坂スポーツ健康課長、増田文化財保護課長、佐藤高等学校教育改革推進室長

・会議録署名委員

町田委員、野澤委員

・書記

小舘孝浩、中舘大輔
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７ 議 事

議案第１号 平成３０年度青森県教育委員会事務局及び教育機関（学校を除く。）の職員

人事異動方針案について

（村元職員福利課長）

青森県教育委員会事務局及び学校を除く教育機関の職員の人事異動の実施に当たって

は、職員の志気高揚を図ることはもとより、組織が活力あるものとして有効に機能し得る

よう、毎年人事異動方針を定めている。

この中で、女性職員については、多様な分野での登用に配慮することとしてきたところ

であるが、今後更に、その個性と能力が発揮できるよう取り組んでいく必要があることか

ら、平成３０年度の職員人事異動方針については、実施方針２の（３）に掲げる女性職員

の登用に関する規定をより具体的な記述に改めるものである。

なお、それ以外については、平成２９年度の人事異動方針と同様とするものである。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第１号は原案のとおり決定する。

議案第２号 平成３０年度県費負担教職員人事異動方針案について

（安田参事）

平成３０年度県費負担教職員人事異動方針については、市町村教育委員会連絡協議会教

育長会等から意見を聴取し検討した結果、今年度の人事異動方針と同様とするものである。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第２号は原案のとおり決定する。

議案第３号 平成３０年度県立学校職員人事異動方針案について

（安田参事）

平成３０年度県立学校職員人事異動方針については、青森県高等学校長協会から意見を

聴取し検討した結果、平成２９年度末で金木高等学校市浦分校が閉校することに伴い、所

要の整備を行うものである。

具体的には、基本方針（３）について、「分校（校舎を含む。以下同じ。）」を「校舎（校

舎制導入校をいう。以下同じ。）」に、実施方針（３）及び（５）の「分校」を「校舎」に

改めるものである。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第３号は原案のとおり決定する。

（豊川委員長）

議案第１から３号において、平成３０年度の人事異動方針について審議してきたが、事

務局は、人事異動方針にあるとおり、職員の適正配置と人事の刷新を図り、本県教育の振

興を期するため、市町村教育委員会等との緊密な連携のもと、人事異動作業を進めていた

だきたい。
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特に、いじめなどの学校課題や行政課題等に積極的かつ適切に対応するため、県民の視

点に立ち、各学校の状況等も十分に踏まえながら、人事異動作業に取り組んでいただきた

い。

議案第４号 平成３０年度青森県立高等学校（全日制の課程）入学者募集人員について

（佐藤高等学校教育改革推進室長）

参考資料３ページを御覧いただきたい。まず、「中学校卒業者数及び高校進学者数等の

見込み」についてであるが、平成３０年３月の中学校卒業者数は、本年３月の実績に比べ

て５３７人減の１１，８２０人と見込まれる。

次に、高校進学率をこれまでの実績を踏まえ９８．３％と見込んだ上で、県外への転出

や県内への転入等を勘案し、平成３０年度の県内高校進学者数は１１，５４４人と見込ま

れ、このうち、県立全日制高校入学者数は８，３０１人と見込まれる。

全日制課程の募集人員については、これまでの志願・入学状況を踏まえ、地区別に算出

しているところであり、入学見込者数も地区別に差があることから、地区別に募集人員の

増減を行っている。

以上の点を踏まえ、平成３０年度については、本年度から１５０人減の８，６６５人と

する。また、募集学級数は、４学級減の２２６学級とする。

全日制の課程の具体的な「地区別募集人員等」についてであるが、東青地区では、募集

人員及び学級数の増減はない。

西北地区では、鰺ヶ沢高校を３５人募集の２学級から４０人募集の１学級とし、１学級

３０人の減とする。

中南地区では、募集人員及び学級数の増減はない。

上北地区では、野辺地高校及び三沢商業高校をそれぞれ１学級４０人の減とし、地区全

体で２学級８０人の減とする。

下北地区では、募集人員及び学級数の増減はない。

三八地区では、八戸商業高校国際経済科を募集停止し、１学級４０人の減とする。

本年７月に決定した青森県立高等学校教育改革推進計画第１期実施計画に基づき、中学

生がこれまで以上に見通しを持って進路選択できるよう、今年度から、翌々年度分の見込

みを含めた募集人員を公表することとしているので、平成３１年度の募集人員の見込みに

ついて参考として御説明する。

平成３１年３月の中学校卒業者数は、平成３０年３月から更に５５８人減少し、１１，

２６２人と見込まれる。このことを踏まえ、資料には、現段階で見込んでいる平成３１年

度の募集人員の増減を記載している。

なお、平成３１年度における募集人員については、来年度の学校基本調査のデータ等を

踏まえ、平成３０年１０月の教育委員会会議において決定する予定であり、中学校卒業予

定者数の変動等により変更が生じる可能性があるので、その旨についても、しっかりと周

知して参りたい。

募集人員の増減を見込んでいる学校について、東青地区では、青森東高校、青森北高校、

青森商業高校をそれぞれ１学級４０人の減とするとともに、青森東高校平内校舎を募集停

止し、地区全体で４学級１６０人の減とする見込みである。

西北地区では、金木高校を３５人募集の２学級から４０人募集の１学級とし、１学級３

０人の減とする見込みである。

中南地区では、弘前工業高校インテリア科を募集停止し、１学級３５人の減とする見込
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みである。

上北地区では、七戸高校、百石高校をそれぞれ１学級４０人の減とし、地区全体で２学

級８０人の減とする見込みである。また、三沢高校については、英語科を普通科に改編し、

英語科を募集停止、普通科を１学級増とする見込みである。

下北地区では、大湊高校川内校舎を募集停止し、１学級４０人の減とする見込みである。

また、田名部高校については、上北地区の三沢高校と同様に英語科を普通科に改編し、英

語科を募集停止、普通科を１学級増とする見込みである。

（中沢委員）

来年度に向けて、高校再編に伴う募集停止や学級減を進めていくことになるが、今後も

影響を受ける学校や自治体には丁寧な説明をお願いしたい。

（中村教育長）

第１期実施計画の具体的な形が平成３０年度から見えてくるようになる。第１期実施計

画策定に当たり要望のあった学校、要望は無くとも学級減になる学校あるいは改編になる

学校については、それらの学校や市町村教育委員会などと連携し情報共有しながら、子ど

も達の教育環境が充実するよう取組を進めて参りたい。

（野澤委員）

中沢委員の意見に同感である。第１期実施計画とは別に、平成３０年度及び平成３１年

度の学級減を示すことは大事なこと。第１期実施計画では学級減の数字を示しているとこ

ろであるが、改めて学級減を提示されて驚く人がいるかもしれない。県教育委員会は様々

な機会を通じて、実態や方向性について丁寧に説明していただきたい。

（豊川委員長）

他に何か質問、意見はあるか。なければ議案第４号は原案のとおり決定する。

議案第５号 平成３０年度青森県立高等学校（定時制の課程）入学者募集人員について

（佐藤高等学校教育改革推進室長）

定時制の課程について、平成３０年度の募集人員は、平成２９年度と同数の６００人と

している。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第５号は原案のとおり決定する。

議案第６号 平成３０年度青森県立高等学校（通信制の課程）入学者募集人員について

（佐藤高等学校教育改革推進室長）

通信制の課程について、平成３０年度の募集人員は、平成２９年度と同数の５００人と

している。

なお、「注２」として記載しているが、北斗高校については、８月の定例会において御

報告したとおり、平成３０年度から後期入学を実施することとしており、これに係る募集

人員を含むものとなっている。
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（野澤委員）

北斗高校の後期入学について、しっかり周知していただきたい。

（豊川委員長）

他に何か質問、意見はあるか。なければ議案第６号は原案のとおり決定する。

議案第７号 平成３０年度青森県立八戸水産高等学校専攻科入学者募集人員について

（佐藤高等学校教育改革推進室長）

青森県立八戸水産高校には、専攻科として漁業科と機関科を設置しており、海洋生産科

と水産工学科での履修を踏まえ、修業年限である２年の間に実習及び専門科目を履修する

ことにより、３級海技士の航海又は機関の受験資格を取得させることをねらいとしている。

平成３０年度の募集人員は、平成２９年度と同数の、漁業科、機関科それぞれ１０人、

計２０人としている。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第７号は原案のとおり決定する。

議案第８号 平成３０年度青森県立中学校入学者募集人員について

（佐藤高等学校教育改革推進室長）

青森県立三本木高校附属中学校について、平成３０年度の募集人員は、平成２９年度と

同数の２学級８０人としている。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第８号は原案のとおり決定する。

議案第９号 平成３０年度青森県立特別支援学校高等部入学者募集人員について

（一戸学校教育課長）

平成３０年度の県立特別支援学校高等部入学者募集人員は、参考資料にあるとおり、全

体で５６学級３１３人の募集となり、平成２９年度と比較して、２学級６人の増となるも

のである。

増減の内訳であるが、（３）の知的障害を対象とする高等部については、八戸高等支援

学校において普通学級２学級１６人の増、青森第二養護学校において普通学級１学級８人

の減、森田養護学校において普通学級１学級８人の減となる。

また、（４）の肢体不自由を対象とする高等部については、青森第一高等養護学校にお

いて重複学級１学級３人の増、八戸第一養護学校において重複学級２学級６人の増、（５）

の病弱を対象とする高等部については、浪岡養護学校において重複学級１学級３人の減と

なるものである。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第９号は原案のとおり決定する。
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議案第10号 平成３０年度青森県立特別支援学校専攻科入学者募集人員について

（一戸学校教育課長）

県立盲学校には、高等部のほか専攻科として、修業年限３年の理療科を設置し、あん摩

・マッサージ・指圧師、はり師及びきゅう師の資格取得に向けた、実習及び専門科目の教

育を実施している。

この専攻科に係る平成３０年度の募集人員は、平成２９年度と同数の８人とするもので

ある。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ議案第１０号は原案のとおり決定する。

その他 青森県立高等学校における通級による指導の実施について

（一戸学校教育課長）

昨年１２月９日付けで公布された学校教育法施行規則の一部を改正する省令等により、

平成３０年度から高等学校における通級による指導が国において制度化されたことを受

け、本県では「通級による指導」を県立北斗高等学校定時制の課程で平成３０年度から実

施することとする。

実施形態は自校通級とし、対象となる障害種は言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難

聴、学習障害、注意欠陥多動性障害等である。また、通級による指導の対象となる生徒は、

入学後、校長が決定する。

なお、青森県立高等学校教育改革推進計画第１期実施計画においては、発達障害等の特

別な支援を必要とする生徒への対応として、国の制度改正等の動向を踏まえ、通級による

指導等に段階的に取り組むこととしている。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ青森県立高等学校における通級による指導の実施に

ついては了解した。


